
地上デジタル放送に関する地域間格差のない円滑な

移行を求める意見書

現在のアナログテレビ放送は平成２３年７月２４日までに終了し、地上デジ

タル放送に完全移行することとなっているが、総務省の調査によれば和歌山県

内で約１５，０００（全国で最大６０万）世帯が地上波による受信見込みが立

っていない。

また、受信可能な地域においても、各家庭におけるテレビの買い換えなどの

負担が求められているとともに、電波の届きにくい山間部等においては、地上

波を受信するための共同受信施設の設備改修に莫大な設備投資が必要となるな

ど、受信環境の整備に関して、各自治体及び利用者に新たな負担が大きく発生

している。

受信環境の整備は受益者負担が原則ではあるが、地上デジタル放送への移行

が国策として進められている以上、地域間格差の発生を防ぐことなど、これに

よって生じる諸課題については、国の責任においてその是正が図られるべきで

ある。

よって、国においては、デジタル放送への移行において地域格差が発生しな

いよう、地域事情を十分考慮した上で、早急に下記の事項について措置を講じ

られるよう強く要望する。

記

１ 地上デジタル放送がどの地域においても視聴できるよう、山間部等におけ

る共同受信施設に係る機器更新・改修など、デジタル化の推進に対する支援

措置の創設・拡充を図ること。

２ 地上デジタル放送への移行に伴う新たな難視聴の発生について、現状を的

確に把握するとともに、新たな負担等が発生しないよう対策を講ずること。

３ 地上デジタル放送への移行に伴い、生活保護世帯等の低所得者に過度の負

担が生じる場合には適切な支援を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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